
　　　運営規定の概要

　フリガナ

 ショートステイいたくら桜園

イガラシ　シュウイチ

上越市板倉区曽根田101番地7号 五十嵐　秀一

　電話番号 　0255-81-4848 　　　FAX番号 0255-81-4820

　入所定員 　20名 居室形態 ユニット型個室：20室

  通常の送迎の
実施地域

　　従業者の勤務体制

　　　医師 　　　1人

　　　管理者 　　1人（兼務）

　　　生活相談員 1人以上（兼務）

　　　介護職員 7人以上（兼務）

　　　看護職員 1人以上（兼務）

　　　管理栄養士 　　1人（兼務）

　　　機能訓練指導員 1人以上（兼務）

　　秘密の保持

 〇当事業所の従業員は、その業務上知り得た入所者及び家族の秘密については、正当な理由がない

　限り、決して洩らしません。

 〇当事業所では、従業員が当該事業所の従業員でなくなった後においても、当事業者の責任において、

　当該従業者が業務上知り得た入所者及びその家族の秘密の保持を行います。

 〇当事業所では、サービス担当者会議等において入所者の個人情報を用いる場合は、入所者の同意を

　、入所者家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとします。

1570301257

  所在地

（介護予防）短期入所生活介護

上越市、妙高市の全域

施設名

連絡先

利用料

ショートステイイタクラサクラエン

〒944-0132

法定代理受領分

法定代理受領分以外

職 種
常勤 非常勤

フリガナ

サービスの種類

事業所番号

管理者

厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者分（別掲）

厚生労働大臣が定める告示上の基準額（別掲）

員 数

ショートステイいたくら桜園（介護予防・短期入所生活介護 掲示事項）



 利用料その他の費用の額 　地域区分 　級地 　 単価        10   円

《短期入所生活介護》

                                  利用者負担金

　　（法令代理受領分以外）

　　　要介護度1　（704） 　　7,040　円

　　　要介護度2　（772） 　　7,720　円

　　　要介護度3　（847） 　　8,470　円

　　　要介護度4　（918） 　　9,180　円

　　　要介護度5　（987） 　　9,870  円 　　9,870　円

・加算及び減算

　　　内　容　　　　　単位 　　　利用料                                   利用者負担金

（一部除き1日につき） 　　（法定代理受領分）　　　　（法令代理受領分以外）

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ（18） 　　180  円 　　　　　　　　18  円 　　　180  円

機能訓練配置加算　　　　（12） 　　120  円 　　　　　　　　12  円 　　　120  円

サービス提供体制強化加算※（Ⅱ）（18） 　　180  円 　　　　　　　　18  円 　　　180  円

送迎加算（184）（1回につき） 　1,840  円 　　　　　　　  184  円 　    1,840  円

　   1月の利用料金の14％（基本利用料＋各種加算減算）

《介護予防短期入所生活介護》

                                  利用者負担金

　　（法令代理受領分以外）

　　　要支援1　　（529） 　　5,290　円

　　　要支援2　　（656） 　　6,560　円

　　　　　　968　円

　　9,180 円

　　5,290  円 　　　　　  529　円

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除外されます。

介護職員等

処遇改善加算（Ⅰ）（1月につき）

・基本部分　　　　※併設型ユニット型　介護予防短期入所生活介護サービス費（ユニット型個室）

　　　要介護度　　　単位
　基本利用料

（1日につき）

※基本利用料は、1日当たりの料金です。

※（介護予防）短期入所生活介護は1日単位の利用料のため、1泊2日の場合は、2日分の利用料がかかります。

※利用者負担金（法定代理受領分）は、利用料の1割で表示。

※1定以上の所得がある65歳以上の方は2割又は3割負担となります。

・基本部分　　　　　　※併設型ユニット型　短期入所生活介護サービス費（ユニット型個室）

　　7,040  円

　　　要介護度　　　単位
　基本利用料

（1日につき） 　　（法定代理受領分）　　

　　8,470  円

　　　　　  704　円

　　　　　  772　円

　　　　   　 847　円

　　　　　　918　円

　　7,720  円

　　（法定代理受領分）　　

　　6,560  円 　　　　　  656　円



・加算及び減算

　　　利用料                                   利用者負担金

（一部除き1日につき） 　　（法令代理受領分以外）

　　120  円 　　　120  円

サービス提供体制強化加算※（Ⅱ）（18） 　　180  円 　　　180  円

送迎加算（184）（1回につき） 　1,840  円 　　　　　　　  184  円 　    1,840  円

　　　　金　額 　適用基準

朝食 　460 円 　　1食につき

昼食 　560 円 　　1食につき

夕食 　560 円 　　1食につき

利用者の希望による特別な食事の提供に要する費用 　　　　　実費

　 80 円 　　1食につき

滞在に要する費用　　　ユニット型個室 　　1日につき

理美容代 　　　　　実費

　　　　　実費

　 50 円 　　1日につき

　　　　　実費

析を通じた改善策を講じるとともに、従業者に周知徹底します。

　緊急時における対応方法

主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。

　　　　　協力病院等

　協力病院 　　名称 　新潟県厚生農業協同組合連合　けいなん総合病院

　協力病院 　　名称 　上越地域医療センター病院

　協力歯科医院　　　　名称 　水野歯科医院

　別紙のとおり

かに損害賠償を行います。

　　　苦情処理の体制

　　第三者評価の実施状況 　　なし

〇当施設では、事故が発生した場合又は、それに至る危険性がある事態が生じた場合には、適切に報告を行い、その分

〇サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、あらかじめ定められた緊急時対応マニュアル等に基づき速やかに

介護職員等

処遇改善加算（Ⅰ）（1月につき）
　   1月の利用料金の14％（基本利用料＋各種加算減算）

　　　内　容　　　　　単位
　　（法定代理受領分）　　

機能訓練体制加算　　　　（12） 　　　　　　　　12  円

　　　　　　　　18  円

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除外されます。

・その他の費用

　　　　　　内　　容

食事の提供に要する費用

　　　　　　2,220 円

おやつ代

利用者の希望による日常生活費

（身の回り品・教養娯楽品）

送迎費用

（通常の送迎の実施地域を超える部分）

　　事故発生時の対応

〇当施設では、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速や

〇当施設では、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに入所者

の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。　　　　

居室で使用するテレビのレンタル料金



施設の名称  特別養護老人ホームいたくら桜園 サービス種類 　　　　介護老人福祉施設

施設の名称 　　ショートステイいたくら桜園 サービス種類 （介護予防）短期入所生活介護

　　苦情担当窓口を次のとおり設置する。 

　① 窓口設置場所　　　上越市板倉区曽根田101-7

　「特別養護老人ホームいたくら桜園」事務室内

　   電話番号（代表）　0255-81-4848

　② 窓口開設時間　　　午前8時30分から午後5時30分まで

　③ 対応者　　　　　　苦情解決責任者　いたくら桜園　園長(不在時は、園長補佐又は園長補佐代理）　

2.　円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順 

　(1) 相談及び苦情の対応

　　相談又は電話があった場合は、原則として事業所の担当者が対応します。

　　事業所の管理者が対応できない場合は、他の職員も対応しますが、その内容については、管理者へと

　　速やかに報告することとします。

　(2) 確認事項

　　相談者は相談又は電話の内容については、次の事項について確認します。

　① 相談又は苦情のあった入居者・利用者の氏名　　　　② 提供したサービスの種類

　③ サービスを提供した日付及び時間　　　　　　　　　④ 担当した職員の氏名

　⑤ 具体的な苦情・相談の内容　　　　　　　　　　　　⑥ その他、参考事項等

　(3)相談及び苦情処理期限の説明

　　相談及び苦情の相手に対しては、対応した職員が氏名を名乗るとともに、相談・苦情に対する内容に

　　ついて回答する期限を併せて説明します。

　(4) 相談及び苦情処理

　　概ね次の手順により、相談及び苦情については対応します。

　① 事業所において、管理者を中心として、相談・苦情解決のための会議を開催します。

　② 直接的にサービスを提供した者から概況の確認をします。

　③ 問題点の整理及び抽出、改善策について検討します。

　④ 文書により回答説明書を作成し、担当責任者が状況の説明を入居者又は利用者に対して行った

   ⑤ また、利用者については同様の文書を居宅介護支援事業者にも渡し、苦情又は相談の状況について

　　報告します。

　⑥ 苦情解決を行った場合は、その概要についてまとめたうえで、国民健康保険団体連合会に対して、

　　報告を行い、更なる改善点について助言を受けることとします。

　⑦ 事業実施マニュアルについては、改善点を追記し全職員に周知することで、再発の防止を図るよう

　　にします。

　サービスを提供にあたり、利用マニュアルに沿って接遇等を徹底する他、適宜に研修を実施し、より

　入居者又は利用者の立場に立ったサービスを提供できるよう職員指導を徹底します。

　苦情の申し出があった場合には、誠意をもって対応するものとし、苦情までは至らないケースであっても

　入居者等からの希望や相談等があった場合でも、適宜に検討し以後のサービスの提供に資するよう努力し

　ます。また、入居者様等に対して、満足できるサービスを提供できるように、職員の健康管理にも十分

　に配慮します。

            　　　     利用者（入所者）からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

1.　入居者又は利用者等からの相談又は苦情に対応する常設の窓口（連絡先）及び担当者の設置状況

3. その他参考事例

                             　       苦情受付担当者　園長補佐、園長補佐代理、主任生活相談員

　　うえで、文書をお渡しします。 
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